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東京税理士協同組合教育情報事業配布資料

講　師

大久保　昭　佳 氏　　

譲渡所得をめぐる実務のポイント

あきおお ぼ よし

税 理 士

～ 質疑応答事例を主体に用いながら ～

〈全国統一研修会〉

(水)令和元年１２月１８日

メルパルクホール
午後１時～３時３０分
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平成３０年度の税理士等の懲戒処分は、全国で５１件行われました。※国税庁公表 

 このような処分が行われることは、納税者の税理士に対する信用を損なうことになります。 

 代表的な非行事例を紹介しますので、会員各位においては、より一層の綱紀の厳正な保持

に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 事実に反していることを知りながら顧問先の確定申告書を作成 

顧問先の法人税の確定申告に当たり、事実を承知していたにもかかわらず、

所得金額を不正に圧縮した申告書を作成した。 

【６月以上２年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止】

 

 

 

 
 

※ 税理士として相当の注意を怠り、結果、事実に反している確定申告書の

作成を行った場合にも懲戒処分の対象となります。 

【戒告又は２年以内の税理士業務の停止】
 

（税理士法第 45 条 不真正税務書類の作成等の禁止） 

○ 自己脱税 

自己の所得税の確定申告に当たり、外注費の水増し計上などにより所得金

額を不正に圧縮して申告した。 

【２年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止】 
 

○ 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ（無申告） 

自己の所得税の確定申告に当たり、業務多忙であったことや確定申告して

も還付となると見込まれたことを理由に確定申告書を提出しなかった。 

【戒告又は２年以内の税理士業務の停止】 

 

 

 
 
※ いずれも、税理士が代表者等である法人を含みます。 

（税理士法第 37 条 信用失墜行為の禁止） 

税理士Ｂ 

税理士Ａ 

うーん・・・。 

付き合い長いからな・・・。

顧問先

仕事が忙しくて・・・。

還付申告だし、後で申告

すればいいか・・・。 

今年は利益がかなり

出そうなので、棚卸を調

整しましたが、目をつぶ

ってこれで申告書を作

ってください。 

正しくない申告書の作成！！ 

自ら脱税・無申告 ！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士として、より一層の品位の保持が必要です！！ 

 

○ にせ税理士への名義貸し 

  税理士資格のない者が作成した申告書について、最終的に自分が確認すれば

税理士法違反にならないと誤認して、署名押印を行っていた。 

【２年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止】 

 
 

 

 

 

 ※ 平成 27 年４月１日以降、税理士法 37 条の２違反者は懲戒処分のほか、

同法 59 条による罰則（２年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金）の対象

になります。 

（税理士法第 37 条の２ 非税理士に対する名義貸しの禁止） 

○ 税理士事務所事務員が顧問先の不正計算に加担 

  税理士事務所事務員が、担当する法人の代表者からの依頼で、代表者の個

人的費用を捻出するために架空経費を計上するなどの不正経理に加担した。

                 【戒告又は１年以内の税理士業務の停止】

 （税理士法第 41条の２ 使用人等に対する監督義務） 

 

 

 

 

※ 平成 27 年４月１日以降、使用人等の不正行為を税理士が認識していたと

きは、税理士がその不正行為を行ったものとして懲戒処分の対象になります。

【６月以上２年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止】

  また、認識していなくても、内部管理体制等に不備があること等を事由に

認識できなかったと認められる場合は、同様に処分対象になります。 

【戒告又は２年以内の税理士業務の停止】
 

（税理士法第 45 条 不真正税務書類の作成等の禁止） 

【 参 考 】 

◆「懲戒処分等の考え方」の掲載場所◆ 

国税庁ホームページ＞税の情報・手続・用紙＞ 

税理士に関する情報＞税理士等に対する懲戒処分等 

にせ税理士への名義貸し！！ 

使用人の不正！！ 

税理士Ｃ 無資格者 

申告書を作って持って

いくので、税理士とし

て署名押印してくださ

いよ。 

（申告書の内容を確認し

て署名押印すれば大丈夫

かな・・・。） 

分かりました。 

長い付き合いなんだから、
先生に内緒で経費の金額を
上乗せしてよ。 

社長 事務員

分かりました。 
でも、先生には絶対に
内緒ですよ！ 



東京税理士会事務局　研修課
TEL：０３－３３５６－４４６７

※研修受講管理システム（研修サイト）に関する
　ご質問・お問合せは、右記にお願いいたします。



日　程 場　所 研修会名 内　　容
令和２年 京王プラザホテル 第40回会員研修会 時　間　午後１時～２時３０分

1月8日 (水)
（新春講演会） テーマ　「人と組織を強くするビジネス・メソッド

　　　　　　～ 箱根駅伝から学ぶ人材育成術 ～」

講　師　青山学院大学体育会陸上競技部
　　　　　長距離ブロック監督　原　晋　氏

1月9日 (木) 東京税理士会館 第41回会員研修会 時　間　①午前１０時～正午　②午後１時～３時

(DVD研修) テーマ　「令和元年分確定申告における留意点」

講　師　税理士・調査研究部委員・会員相談室相談員
           大畑　智宏　氏

①②とも同一テーマです。詳細は会報12月号案内版参照。

1月9日・15日同じ内容で２回ずつ計４回放映いたします。

1月15日 (水) 東京税理士会館 第41回会員研修会 時　間　③午前１０時～正午　④午後１時～３時

(DVD研修) テーマ　「令和元年分確定申告における留意点」

講　師　税理士・調査研究部委員・会員相談室相談員
　　　　　大畑　智宏　氏

③④とも同一テーマです。詳細は会報12月号案内版参照。

1月9日・15日同じ内容で２回ずつ計４回放映いたします。

1月27日 (月) 中野サンプラザホール 第42回会員研修会 時　間　午前１０時～正午

（全国統一研修会） テーマ　「成年後見制度の利用に伴う税務上の留意点」

講　師　税理士・公益活動対策部委員　岩楯　高行　氏

第43回会員研修会 時　間　午後１時～３時３０分

テーマ　「消費税実務の留意点
　　　　　　～仕入税額控除の要件と適用税率のコントロール～」

講　師　税理士　金井　恵美子　氏

2月3日 (月) 中野サンプラザホール 第44回会員研修会 時　間　午前１０時～正午

テーマ　「令和元年分確定申告の留意事項 （所得税･ｅ-TAX）」

講　師　東京国税局　担当官

第45回会員研修会 時　間　午後１時～３時３０分

テーマ　「令和元年分確定申告の留意事項 （資産税･消費税）」

講　師　東京国税局　担当官

3月30日 (月) 中野サンプラザホール 第46回会員研修会 時　間　午前１０時～正午

（全国統一研修会） テーマ　「資産税関係」（仮題）

講　師　税理士　渡邉　定義　氏

第47回会員研修会 時　間　午後１時～３時３０分

テーマ　「租税回避取引＆富裕層の調査と税務」

講　師　税理士　福地　啓子　氏

今後の会員研修会等の日程

当日の研修会を収録し後日インターネットにより配信します。当日研修会に参加できなくても事務所等で受講できます。

※テーマ・講師等につきましては、決定次第「研修サイト」を更新いたしますので、ご確認ください。

オンデマンド配信研修

オンデマンド配信研修

オンデマンド配信研修

事前申込制

事前申込制

オンデマンド配信研修

オンデマンド配信研修

オンデマンド配信研修

オンデマンド配信研修


